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香川県外国人介護留学生受入支援事業費補助金交付要綱の一部改正 

 

 香川県外国人介護留学生受入支援事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改正後 改正前 

  

香川県外国人介護留学生受入支援事業費補助金交付要綱 

 

第１条～５条 略 

 

（交付の申請） 

第６条 略 

２ 受入施設は前項の規定による申請書を提出するにあたって、当該補助

金に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなけ

ればならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入

控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。 

 

第７条～11 条 略 

 

（実績報告） 

第 12条 略 

 

２ 補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助

金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入

控除税額に相当する額を減額して実績報告書を知事に提出しなければな

らない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

香川県外国人介護留学生受入支援事業費補助金交付要綱 

 

第１条～５条 略 

 

（交付の申請） 

第６条 略 

２ （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条～11 条 略 

 

（実績報告） 

第 12条 略 

 

２ （新設） 

 

 

 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
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第 15 条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消

費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消

費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した

場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書（別紙様式第９

号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控

除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消） 

第 16条 略 

 

２ 略 

 

（補助金の返還） 

第 17条 略 

 

 

２ 知事は、前項により補助金を返還させることを決定したときは、香川

県外国人介護留学生受入支援事業費補助金返還決定通知書（第 10 号様

式）により、補助事業者に通知しなければならない。 

 

（補助事業完了後の現況報告） 

第 18 条 補助事業者は、補助交付年度の翌年度から、補助の対象となっ

た留学生が介護福祉士養成施設を卒業して３年間が経過するまでの間、

毎年度４月 15 日までに前年度における留学生の状況について、香川県

外国人介護留学生受入支援事業現況報告書（第 11 号様式）に関係書類

を添えて、知事に報告しなければならない。 

ただし、当該留学生が補助対象となった補助交付年度の翌年度におい

ても補助対象となる場合、又は補助金の返還の決定を受け、当該補助金

を既に返還した場合は、この限りでない。 

 

 

（その他） 

第 19条 略 

第 15条 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（交付決定の取消） 

第 15条 略 

 

２ 略 

 

（補助金の返還） 

第 16条 略 

 

 

２ 知事は、前項により補助金を返還させることを決定したときは、香川

県外国人介護留学生受入支援事業費補助金返還決定通知書（第９号様

式）により、補助事業者に通知しなければならない。 

 

（補助事業完了後の現況報告） 

第 17 条 補助事業者は、補助交付年度の翌年度から、補助の対象となっ

た留学生が介護福祉士養成施設を卒業して３年間が経過するまでの間、

毎年度４月 15 日までに前年度における留学生の状況について、香川県

外国人介護留学生受入支援事業現況報告書（第 10 号様式）に関係書類

を添えて、知事に報告しなければならない。 

ただし、当該留学生が補助対象となった補助交付年度の翌年度におい

ても補助対象となる場合、又は補助金の返還の決定を受け、当該補助金

を既に返還した場合は、この限りでない。 

 

 

（その他） 

第 18条 略 



3 

 

（雑則） 

第 20条 略 

 

別表 

 

 ※１・・補助対象期間中に要するものと知事が認めるもの 

 ※２・・民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱水費等日常生活上で断

続的に発生する経費（学費・介護福祉士試験受験対策費用を除

く。） 

 ※３・・病気等の真にやむを得ないと知事が認める事由により留年し期

間中については、修学期間に含めることができる（ただし、補

助対象期間は２年以内とする。） 

 

 

 

 

補助上限額（留学生１人につき年額 200,000

円） 
補助対象期

間 
対象経費※１ 基準額 補助率 

日本語学

校 

入学金、学費等 
年額 600,000 円

以内 
基 準 額

の 

１／３ 

１年以内 
居住費などの生活

費 

年額 360,000 円

以内 

介護福祉

士 

養成施設 

入学金、学費等 
年額 600,000 円

以内 

基 準 額

の 

１／３ 

正規の修学 

期間※３ 

（ ２ 年 以

内） 

入学準備金 
200,000円以内 

（１回限り） 

就職準備金 
200,000円以内 

（１回限り） 

介護福祉士試験受

験対策費用 

一年度 40,000

円以内 

居住費などの生活

費※２ 

年額 360,000 円

以内 

 

（雑則） 

第 19条 略 

 

別表 

 

 

補助上限額（留学生１人につき年額 200,000

円） 
補助対象期

間 
対象経費※ 基準額 補助率 

日本語学

校 

入学金、学費等 
年額 600,000 円

以内 
基 準 額

の 

１／３ 

１年以内 
居住費などの生

活費 

年額 360,000 円

以内 

介護福祉

士 

養成施設 

入学金、学費等 
年額 600,000 円

以内 

基 準 額

の 

１／３ 

正規の修学 

期間 

（ ２ 年 以

内） 

入学準備金 
200,000円以内 

（１回限り） 

就職準備金 
200,000円以内 

（１回限り） 

国家試験受験対

策費用 

一年度 40,000

円以内 

居住費などの生

活費 

年額 360,000 円

以内 

 

  ※補助対象期間中に要するものと知事が認めるもの 
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第１号様式～第８号様式 略  第１号様式～第８号様式 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               新設 
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   附 則 

 この要綱は、令和５年９月22日から施行し、令和５年度補助事業から適用する。 


